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 定期検査中の１号機において、平成 19 年９月 27 日午後７時 41 分、タービン

建屋地下１階（管理区域）にある高電導度廃液＊１サンプピット＊２（堰）へ水

が流入したことを示す警報が発生したため、当直員が現場を調査したところ、

サンプピット内に水が溜まっていることを確認しました。 

溜まった水の量は、約 1,200 リットルで、放射能は検出されませんでした。 

水はサンプピット内にあり、ピットの外には出ていないことを確認し、仮設

ポンプを使って回収を行い、サンプピット内の清掃を実施することとしており

ました。 

 なお、これによる外部への放射能の影響はありませんでした。 

（平成 19 年９月 28 日お知らせ済み） 

 

その後、サンプピット内の溜まり水は、仮設ポンプを使って回収するととも

に、拭き取りによる清掃を実施しました。 

調査の結果、以下のことがわかりました。 

・ 定期検査の準備作業として、低圧復水ポンプ吸い込み配管の水抜き作業を

行うため、排水弁を開ける操作を実施したこと。また、排水弁を開けた場

合、排水先のサンプタンク内への流入量を確認することになっていたが、

操作を指示された当直員は、管理区域内で作業できる時間が残り少なかっ

たことから流入量を確認しなかったこと。 

・ 当該当直員は、排水弁を少しだけ開けたため、サンプタンクへの流入量は

少なく、タンクから溢れることはないと判断したこと。また、流入量を確

認する場所が弁を操作する場所から離れていたため、流入量の確認作業を

行うことで、管理区域内で作業できる時間を守れないおそれがあると判断

したこと。 

・ 当該当直員に作業の指示をした者は、当該当直員が残り時間が少ないこと

を認識していたものの、その時間内で作業できると判断したこと。 

 

以上のことから、サンプピットへ水が流入した原因は、当該当直員は管

理区域内で作業できる時間が残り少なかったため、この時間を守ることを

優先し、排水弁の操作後にサンプタンクへの排水の流入量を確認しなかっ

たことから、サンプタンクへの排水の流入量が多くなってしまい、サンプ
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ポンプの排水量を上回り、当該サンプピット内に溢れてしまったものと推

定しました。 

対策として、管理区域内で作業できる時間が残り少ない現場の当直員に操作

を指示する場合、指示する者は、操作が時間内で実施可能であるかを当直員に

良く確認した上で、指示を行うこととし、また水抜き作業を開始した場合には、

排水の流入先のサンプタンク、排水口への流入量および中央制御室内の記録計

でサンプポンプの運転状況を的確に確認するよう再度周知徹底することとしま

す。 

 

以 上 

 

＊１：高電導度廃液 

   各建屋内の機器、配管および床に漏れた水（床排水）やプラント内の水質分析 

時の排水。 

＊２：サンプタンク、サンプピット 

サンプタンクは、各建屋の機器からの排水等を受けるタンクであり、サンプピ

ットは、サンプタンクより溢れた水を受けるためにサンプタンク廻りに設置さ

れた堰。 
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